
資料№１ 
介護保険制度改正について 

 

平成 29 年改正では、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化を防止し、地域共生社会の実現を

図るとともに、介護保険制度の持続可能性を確保することに配慮し、介護サービスを必要とする方

に必要な介護サービスが提供できるよう次のとおり制度が改正されます。主なものは次のとおりで

す。 

 

地域包括ケアシステムの深化・推進                     

★自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等 

・国から提供されたデータを分析し介護保険事業計画を策定するものとし、市町村が取り組むべ

き自立支援、介護予防、重度化防止等の取組内容と目標を記載。            

★介護医療院の創設 

・日常的な医学的管理が必要な重度の要介護者を受入れる機能に加え、生活施設としての機能を

兼ね備えた施設の創設。                 

★地域共生社会の実現に向けた取組等                 

 ・高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に

新たに共生型サービスを位置づける。また、地域住民と行政との協働による包括的支援体制の

整備及び地域福祉計画の策定。 

 

介護保険制度の持続可能性の確保（費用負担の公平化） 

★一定以上の所得者の自己負担割合の引き上げ【平成 30 年 8 月施行】 

 ・世代間、世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、現役並みの所得

を有する 65 歳以上の方の利用者負担の割合を２割から３割に引き上げる。しかし、１世帯あ

たりの自己負担分が月額 44,400 円を超える場合は高額介護（予防）サービス費として給付さ

れるため一律に自己負担分が１．５倍になるわけではない。 

 

《現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方の場合のイメージ》 

 

 

 

 

《基準》 

次の①および②の両方を満たす場合は３割負担。 

①合計所得金額 ２２０万円以上 

②年金収入+その他の合計所得（年金にかかる雑所得を除く） ３４０万円以上※ 

 ※世帯内に２人以上の第１号被保険者（65 歳以上の方）がいる場合は４６３万円以上。 

《１割負担》 

２割負担の基準と同様に、次の者は所得にかかわらず一律に１割負担。 

・第２号被保険者（40 歳～６４歳の方） 

・住民税非課税者 

・生活保護受給者 

 

★介護納付金への総報酬割の導入【平成２９年７月施行（平成 32 年度から全面導入）】 

 ・40 歳から 64 歳までの方（第２号被保険者）の介護保険料は医療保険者に賦課されており、医

療保険者は医療保険料と一体的に徴収した介護保険料を被保険者数に応じて算定された介護納

付金を負担している（加入者割）。今回の改正では介護納付金の算定について、被用者保険間で

は各医療保険者の標準報酬総額に応じたものとし、報酬額に比例した負担とする（総報酬割）。 



《介護納付金のしくみ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省資料を加工して作成しています。 

 

《総報酬割を導入した場合のイメージ》 

例：第２号被保険者数が同じ３つの保険者で 300 万円を負担する場合 

  Ａけんぽ（総報酬額５億円）、Ｂ健保（総報酬額 15 億円）、C 共済（総報酬額 10 億円） 

※総報酬額の比は[１：３：２] 

 

現状（加入者割）※300 万円を加入者数に応じて負担 

A けんぽ（100 万円） B 健保組合（100 万円） C 共済組合（100 万円） 

 

改正案（総報酬割）※300 万円を総報酬額に応じて負担 ※[１：３：２]で按分 

A けんぽ 

（50 万円） 
B 健保組合（150 万円） C 共済組合（100 万円） 

 

 

★高額介護（予防）サービス等の見直し【平成２９年８月施行】 

 ・世代内、世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、次の①及び②につい

て見直す。 

 ①第４段階の月額上限を３７，２００円から４４，４００円に引き上げる。 

 ②世帯内の全ての被保険者が１割負担の世帯については、新たに、自己負担額の年間（前年の８

月１日から７月３１日まで）の合計額に対して４４６，４００円（３７，２００円×１２ヶ月）

の負担上限額を設定する。（３年間の時限措置。） 


